貧困の子どもに対する支援について根拠となる法律と、どの様な支援が必要か２点述べなさい。
貧困の子どもに対する支援の根拠となる法律は、「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」である。この法律は、家庭の経済状況によって、子どもが適切な養育、教育、医療、多様な体験の機会を受けられず、将来の選択肢が狭められたり、社会的に孤立したりすることを防ぐため、国や地方公共団体が総合的に対策を進めることを定めている。また、関連する制度として生活困窮者自立支援法に基づく子どもの学習・生活支援事業も重要である。
必要な支援の第一は、学習と生活の基盤を整える支援である。貧困家庭の子どもは、家庭で学習する環境や教材、体験活動の機会が不足しやすい。そのため、無料または低額の学習支援、学校や保育所での丁寧な見守り、食事支援、安心して過ごせる居場所づくりが必要である。学力だけでなく、生活習慣や自己肯定感を育てる支援が大切である。
第二は、保護者を含めた家庭全体への支援である。子どもの困りごとは、保護者の失業、病気、ひとり親家庭、孤立など家庭の困難と結びついていることが多い。保育士は、子どもの服装、食事、欠席、表情などの変化に気づき、保護者を責めるのではなく、相談しやすい関係をつくる必要がある。そのうえで、福祉事務所、学校、児童相談所、社会福祉協議会、子ども食堂などと連携し、経済的支援、就労支援、子育て支援につなげることが求められる。貧困の支援では、子どもの現在の生活を守るだけでなく、将来の自立と発達の可能性を保障する視点が重要である。
回答2
根拠となる法律
貧困の状況にある子どもへの支援の根拠となる法律として、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」（平成25年法律第64号）が挙げられます。この法律は、子どもの貧困率が過去最悪を更新する状況に対処すべく、与野党一致の議員立法として2013年（平成25年）6月26日に公布され、2014年1月17日に施行されました。 
第1条には、この法律の目的が次のように定められています。子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、全ての子どもが心身ともに健やかに育成され、その教育の機会均等が保障され、子ども一人一人が夢や希望を持つことができるようにするため、子どもの貧困の解消に向けて、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子どもの貧困対策に関し基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、対策を総合的に推進することを目的としています。
この法律に基づき、政府は「子どもの貧困対策に関する大綱」を策定することが義務付けられており、大綱には子どもの貧困対策に関する基本的な方針、子どもの貧困率等の指標及びその改善に向けた施策、教育の支援・生活の支援・保護者に対する就労の支援・経済的支援その他の対策に関する事項、調査研究に関する事項が定められています。 
必要な支援（2点）
1点目：教育の支援
大綱に明記される柱の一つが教育の支援です。保育の場では、保育料等の経済的負担を軽減する制度の活用を保護者に案内したり、就学援助制度につながるよう関係機関と連携したりすることが考えられます。また、学習機会や生活経験の格差が生じないよう、日々の保育の中で豊かな体験を保障することも教育の支援の一環といえます。
2点目：生活の支援
同様に大綱の柱とされているのが生活の支援です。保育士は、子どもの服装や持ち物、食事の様子等から家庭の生活状況の変化に気づきやすい立場にあります。気になる様子があれば、保護者を追い詰めることなく丁寧に状況を聞き取り、要保護児童対策地域協議会や福祉事務所等の関係機関と連携しながら、必要な福祉サービスにつなげていく姿勢が求められます。

